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し
か
る
に
、
玉
糸
は
そ
の
生
産
量
の
約
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
輸
出
し
、
外
貨
獲
得
上
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
一
昨
昭
和

二
十
七
年
度
の
実
績
を
見
る
に
三
十
三
億
五
千
万
円
に
達
す
る
状
況
に
あ
る
。
か
つ
、
輸
出
玉
糸
製
糸
業
者
は
ほ
と
ん
ど
大

部
分
が
中
小
企
業
者
で
あ
る
上
に
、
そ
の
価
格
変
動
も
生
糸
以
上
に
は
な
は
だ
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
施
行
規
則
の
改
正

を
行
つ
て
、
玉
糸
も
生
糸
と
同
様
に
政
府
の
買
入
れ
対
象
に
加
え
、
も
つ
て
、
輸
出
の
振
興
、
価
格
の
安
定
を
図
る
こ
と
が
、

現
下
蚕
糸
業
の
振
興
上
も
つ
と
も
有
効
適
切
の
措
置
と
考
え
る
が
、
政
府
に
そ
の
意
志
あ
り
や
否
や
、
回
答
せ
ら
れ
た
い
。 

現
行
繭
糸
価
格
安
定
法
は
、
生
糸
の
輸
出
増
進
と
繭
糸
業
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
生
糸
価
格
に
つ
き
最
高

最
低
価
格
を
設
定
、
最
高
価
格
で
保
有
生
糸
を
売
渡
す
と
と
も
に
、
最
低
価
格
を
も
つ
て
買
入
れ
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る

が
、
こ
の
買
入
れ
対
象
と
な
る
生
糸
は
、
繭
糸
価
格
安
定
法
施
行
規
則
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

現
在
、
玉
糸
は
こ
の
指
定
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。 
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